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１）“ひろばのたね”の⽬指す姿 
肥前⿅島駅前の「ひろばのたね」（以下、当ひろば）は、新しい肥前⿅島駅エリアの整備が完

成するまでの間、期間限定で誕⽣した特別な広場です。 
肥前⿅島駅エリアは、観光交通の⽞関⼝であり、⿅島市中⼼市街地とも繋がる、地域にとって

これまでもこれからも⼤切な場所です。 
新しくなるこの場所を、⽇常の交流の場、新しいチャレンジの場、地域を発信する場として、

未来に向けて、地域のみんなで育てていきましょう。 
そして、これからさらに進んでいく「肥前⿅島駅エリアの整備」や「地域づくり」と繋がり、

地域に新しい価値を⽣みだす場となることを⽬指します。 

 
 
2)当ひろばの管理者等 

【管理運営者】 
ひろばのたね運営事務局（佐賀県、株式会社ブルースタジオ（佐賀県委託業務受託者）） 
 
【共同運営者】 
⿅島市、株式会社イノベーションパートナーズ（肥前⿅島駅新駅舎運営事業者） 

 
 【⼟地所有者】 
 祐徳⾃動⾞株式会社  



 

   
 

３）当ひろばの利⽤について 
当ひろばは、地域に開かれたオープンスペースです。誰でも⾃由に利⽤することができます。

イベントにより、集客や当ひろばの占有（⼀部占有を含む）を⾏う場合および⽕気（露店・キッ
チンカー・ガス・発電設備・花⽕等）を使⽤する場合は、あらかじめイベント利⽤申請を⾏って
ください。（必須） 
 
（当ひろばで出来ること） 

 
（当ひろばの利⽤範囲） 
当ひろばの利⽤範囲は、下図の⾚枠内（全体⾯積約 630 ㎡）に⽰す範囲です。 
【⼈⼯芝敷き部分】約 430 ㎡ 
【砂利敷き部分】約 200 ㎡ 



 

   
 

４）イベント利⽤等のルール 
（実施できるイベント） 
当ひろばで実施されるイベントは、次のいずれかに適合する企画内容とします。 
① 地域の交流を促進するイベント 
② 地域のブランド価値を向上させるイベント  
③ 地域に新しい⽂化・プレイヤーを創出するイベント  
④ 地域全体の回遊性を向上し、経済効果をもたらすイベント  
⑤ その他、公共性・公益性があり、ひろばのたね運営事務局が認めたイベント 
 
（実施できないイベント等）  
下記の⽤途で当ひろばを利⽤することは禁⽌とします。  
① ⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第
１項に定める⾵俗営業、同条第５項に定める性⾵俗関連特殊営業その他これらに類する業及
びこれらの業の利便を図るための⽤途  

② 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に
定める暴⼒団⼜はその他の反社会的団体 及びそれらの構成員がその活動のために利⽤する
など、公序良俗に反する⽤途  

③ 政治的⽤途。ただし、公職選挙法の規定に基づきすることができる選挙運動のためにするも
の及び選挙運動期間中における政治活動として⾏うものを除く。  

④ 宗教的⽤途  
⑤ 地域住⺠等の⽣活を著しく脅かすような活動  
⑥ 悪臭、騒⾳、粉塵、振動及び⼟壌汚染など近隣環境を損なうと予想される⽤途  

 
※当ひろばはオープンスペースです。他利⽤者のひろばへの⽴ち⼊りを制限する利⽤は原則と
して認めないこととします。（このような利⽤を希望する場合には、あらかじめ運営事務局へ相
談してください。） 
 



 

   
 

（イベント利⽤申請の⼿順） 
① ネット受付、窓⼝受付のいずれかの⽅法で、申込みをしてください。 
② 申込の内容を踏まえ、運営事務局にて利⽤内容の確認を⾏います。 
③ 利⽤内容の詳細確認のため、必要に応じて運営事務局との打合せ（現地対⾯またはオンライ

ン上）をお願いする場合があります。 
④ 運営事務局より予約受付完了の連絡をもって、本申込を完了とします。本申込後のキャンセ

ルについては事務局までご⼀報頂きますようお願いいたします。 
 

 
イベント等利⽤申し込みフォーム 

https://forms.gle/Z9o4Wyqw4jFwJyLQA 
 



 

   
 

（その他） 
• イベント利⽤の際の当ひろばの管理、来場者の整理誘導、会場警備、事故・盗難防⽌は利⽤

者が責任を持って⾏ってください。 
• イベント利⽤の際に発⽣した、事故・盗難・破損等の⼈的、物的損害に関する賠償責任はす
べて利⽤者側に帰属します。必要に応じてイベント保険等へご加⼊ください。 

• 付帯設備、備品などを損傷または滅失した場合は、速やかに運営事務局にご連絡ください。 
• 当ひろば利⽤後の清掃は利⽤者側にて⾏って下さい。清掃の⽤途のみ、現地の散⽔栓をご利

⽤頂けます。その他の⽤途にて散⽔栓の利⽤を希望される場合はご相談ください。 
• 当ひろばの利⽤で発⽣した廃棄物は当⽇中に全て利⽤者がお持ち帰りください。 
• 利⽤者が持ち込んだ備品等は原則として当⽇中に全てお持ち帰りください。 
• 当ひろばは禁煙となっております。 
• 当ひろば内で⽕気（露店・キッチンカー・ガス・発電設備・花⽕等）を使⽤する場合は、運

営事務局に利⽤申請を⾏った上で、利⽤者⾃⾝で⿅島消防署に確認の上、適切な対応を⾏な
ってください。（必要に応じて消防等へ届け出・確認を受けてください。マルシェイベント等
で複数店舗が⽕気使⽤する場合、代表者が取りまとめた上で⿅島消防署に届出・確認を受け
てください。⿅島消防署 TEL 0954-63-1119） 

 
5）関係諸官庁への提出 

当ひろば利⽤に際して必要な法令に定められた関係諸官庁、機関等への届出及び許可申請等
は利⽤者の費⽤と責任において⾏ってください。万⼀、申請、届出不備のために当ひろばが利⽤
不可能となった場合においても、運営事務局はその責任を負いません。 
 
6）緊急連絡先 
ひろばのたね運営事務局 
株式会社ブルースタジオ ⿅島オフィス 
 担当   中島 希（なかじま のぞみ） 
 電話番号 080-3407-9794 

 
※利⽤に関するお問い合わせ・運営事務局への連絡等については、イベント等利⽤申し込みフ
ォームにてご連絡ください。 

 
 

この利⽤ルールは、“ひろばのたね”の 
利⽤状況に応じて随時更新を⾏う予定です。 


